
令 和 ６ 年 第 ２ 回 長 久 手 市 議 会 臨 時 会

議 案 一 覧 表

議案番号 件　　　　　　　　　　名 所　管

承認第 １ 号 長久手市税条例の一部を改正する条例について 総務部

承認第 ２ 号 長久手市都市計画税条例の一部を改正する条例について 総務部

承認第 ３ 号
長久手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい
て

福祉部



日　次 月　日 曜日 開議時刻 摘　　　　　　　　　要

第1日 5月7日 火 午前10時 開　会

本会議

会議録署名議員の指名、会期の決定、諸般の報告

議案（上程、説明、質疑、委員会付託）

　 常任委員会

　  （市役所本庁舎　２階　委員会室）

本会議

議案（委員長報告、質疑、討論採決）

閉　会

令和６年第２回長久手市議会臨時会会期日程（案）

（令和６年５月７日）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和６年５月７日（火）午前１０時開議

第 １ 会議録署名議員の指名

第　２ 会期の決定

第　３ 諸般の報告

１ 議案の提出について

２ 和解について

３ 議案説明員について

第　４ 諸般の報告に対する質疑

第　５ 承認第１号長久手市税条例の一部を改正する条例についてから承認第３号長久手

市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてまで

（議案の上程、提案者の説明、議案に対する質疑、委員会付託）

第　６ 承認第１号から承認第３号まで

（委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論採決）

令和６年第２回長久手市議会臨時会議事日程（第１号）



委員会付託表（総務くらし建設委員会）

議案番号 件　名

承認第 １ 号 長久手市税条例の一部を改正する条例について

承認第 ２ 号 長久手市都市計画税条例の一部を改正する条例について



委員会付託表（教育福祉委員会）

議案番号 件　名

承認第 ３ 号 長久手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について



意見書案第１号

厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書の提出につい

て

首題の事件について、別紙のとおり衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、

内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣に意見書を提出する。

令和６年 月 日提出

提 出 者

長久手市議会議員 山田けんたろう

賛 成 者

長久手市議会議員 大島令子

長久手市議会議員 田崎あきひさ

長久手市議会議員 なかじま和代

長久手市議会議員 ささせ順子

長久手市議会議員 野村弘

要 旨

国民の幅広い層からの政治参加や地方議会における人材確保の観点から、地

方議員においても厚生年金に加入できるようにするための法整備を早急に実現

するよう要望するため、関係機関に対し意見書を提出するものである。



別紙

厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書

地方分権及び地方創生の進展とともに、加速する人口減少社会への対応が、

我が国の将来にとって喫緊の政治課題となっている。地方公共団体の重要な

意思決定を行う地方議会は、多様化する民意の集約と地方行政への反映が期

待されており、その果たすべき役割と責任は重要性を増している。

このような状況の中、地方議会議員は、これまで以上に地方行政の広範か

つ専門的な諸課題について住民とのコミュニケーションを深めるとともに、

的確に執行機関の監視や政策提言等を行うことが求められている。このよう

な活動範囲の広がりに伴い、近年においては議員の専業化が進んでいる。

一方、今日では、就業者の９割を会社員等の被用者が占めており、地方議

会議員のなり手も会社員等からの転身者が期待されている。

地方議会議員が厚生年金に加入できるようになれば、会社員等が議員に転

身しても切れ目なく厚生年金の適用を受けることができ、家族の将来や老後

の生活を心配することなく議員に立候補し、議員活動を続けることができる

環境が整うことになる。多様で有為な人材の確保に大きく寄与すると考えら

れる。

よって、国民の幅広い層からの政治参加や地方議会における多様な人材確

保の観点から、厚生年金への地方議会議員の加入のための法整備を早急に実

現するよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和６年 月 日

愛知県長久手市議会

提出先

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣



内閣官房長官

総務大臣

財務大臣

厚生労働大臣


